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１．事業名 医療機関未受診者への受診勧奨事業

東京都情報サービス産業健康保険組合

２．事業内容 健診結果及びレセプトから、生活習慣病のリスクが高いが、適切な診療が行われていない者を抽出し、受診勧奨の通知を送付します

（１）健診結果による抽出 以下の基準で対象者候補を抽出します

（２）レセプトによる診療状況チェック 前項により抽出されたものの診療状況をレセプトで確認し、対象者を確定します

（３）受診勧奨通知の発送 個別性の高い受診勧奨通知を発送し、医療機関への受診を勧奨します
※該当するリスクや適用種別によるセグメント別に通知を作り分けます 下記は一例です

リスク介入優

先順位
健診結果

1 腎機能リスク高危険が右記　eGFR45未満または尿蛋白2+以上

2 血圧・血糖・脂質いずれかが右記　【血圧】収縮期180以上または拡張期110以上 　【血糖】空腹時血糖200以上またはHbA1c8.0以上　【脂質】中性脂肪1000以上

4 血圧・血糖いずれかが右記　【血圧】収縮期血圧160-179または拡張期血圧100-109　【血糖】空腹時血糖140-199またはHbA1c7.0-7.9

血圧・血糖・脂質いずれか２つが右記　【血圧】収縮期血圧160-179または拡張期血圧100-109 【血糖】空腹時血糖140-199またはHbA1c7.0-7.9　【脂質】LDLコレステロール180以上または中性脂肪600-9993
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３．事業の必要性 早期発見早期受診という普遍的な価値の実現によるQOLの維持 及び コラボヘルスの実現

（１）早期発見早期受診
前述の健診結果による対象者抽出基準は、厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」及び日本人間ドック学会の判定基準に照
らしても、生活習慣病への罹患が強く疑われるものであり、治療開始の必要性については論を待ちません

（２）コラボヘルスの実現
当組合のような総合組合においては、中小規模の事業主が多く、大企業ほどに職域による受診勧奨等のハイリスクアプローチが行われ
ていないことが多い状況です これを当組合が担うことで、適用事業所に貢献することができます

４．過去の実績（効果検証の要約）

（１）短期での効果検証
直近2年度の実施においては、実施した介入群と実施しなかった非介入群と比較したところ、受診の有無に有意な差が出ています

（４）効果検証 レセプトを用いて、「適切な受診がなされたか」の観点で効果検証を実行します

（５）スケジュールイメージ ＜2024年度の実施状況から＞

有効件数 受診開始件数 通院開始率 件数 受診開始件数 通院開始率

2022年度発送 4,588 873 19.0% 5,128 788 15.4%

2023年度発送 4,389 898 20.5% 5,128 788 15.4%

介入群 非介入群（比較対象）

N-1年度

4月～3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

参照する健診結果 〇

参照するレセプト 〇 〇 〇 〇

効果検証 参照するレセプト 〇 〇

対象者抽出

N年度

効果検証

通知の

発送
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